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第　２０　号

　　　専決処分の報告及び承認について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。

　　令和３年２月１８日提出

熊本県知事　蒲　島　郁　夫 　　

　専第３２号　令和２年度熊本県一般会計補正予算（第１３号）
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専第　３２　号

　　　令和２年度熊本県一般会計補正予算（第１３号）

　令和２年度熊本県の一般会計の補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

１ 　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 221,617千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 1,083,241,757千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和２年１２月１８日専決

熊本県知事　蒲　島　郁　夫 　　
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千円 千円 千円

 1 　国庫支出金

 1 　国庫補助金

221,617 280,065,125

206,976,946 221,617 207,198,563

279,843,508

款 項 補正前の額 補　正　額 計

第1表　歳入歳出予算補正

　歳　　入

1,083,020,140 221,617 1,083,241,757歳　　　入　　　合　　　計
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千円 千円 千円

221,617

221,617

款 項 補正前の額 補　正　額 計

　歳　　出

40,052,362 40,273,979 1 　児童福祉費

144,399,167 144,620,784 1 　民　生　費

1,083,020,140 221,617 1,083,241,757歳　　　出　　　合　　　計


